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（副事務局長兼） 

監査第一課長 

      

監 査 委 員 

令和２年度 

氏   名 区   分 備   考 

  山  本  光  紀 
代 表 監 査 委 員 

常 勤 

識 見 選 出 

 税理士 
 H29.7.11～R3.7.10 

  小  山     彰 

監 査 委 員 

非 常 勤 

識 見 選 出 

 公認会計士 

 R2.3.27～R6.3.26 

  神  尾  髙  善 

監 査 委 員 

非 常 勤 

議 員 選 出 
 R2.3.28～R3.3.26 

  白  土  幸  仁 

監 査 委 員 

非 常 勤 

議 員 選 出 
 R2.3.28～R3.3.26 

監査事務局の組織及び事務分掌 

令和２年度 

                 ［ 総務担当 ５名 ］ 

              ● 直轄、企画財政部、会計管理者、行政委員会事務局の監査の実施 

  ● 普通会計及び基金の決算審査の取りまとめに関する事務 

  ● 普通会計及び基金の現金出納検査に関する事務 

  ● 健全化判断比率等の審査の取りまとめに関する事務 

  ● 指定金融機関等の監査に関する事務 

  ● 競馬組合の監査、決算審査及び現金出納検査に関する事務  

  ● 研修に関する事務 

  ● 包括外部監査との調整に関する事務 

  ● 監査委員及び事務局の庶務に関する事務 

 

                 ［ 財政的援助団体等監査担当 ６名 ］ 

  ● 県民生活部、企業局、病院局、下水道局の監査の実施  

  ● 財政的援助団体等監査に関する事務 

  ● 監査の結果に関する報告及び公表並びに措置状況の公表に関する事務 

   （監査企画担当で所掌するものを除く） 

  ● 公営企業会計、病院事業会計及び流域下水道事業会計の決算審査並びに現金出納検査 

  に関する事務  

  ● 住民監査請求に関する事務 

 

                 ［ 監査企画担当 ３名 ］ 

  ● 監査計画及び実施計画の取りまとめに関する事務 

                                        ● 特定事務監査（テーマ監査）の企画、監査結果のフォローアップ等に関する事務 

  ● 監査の結果に関する報告及び公表並びに措置状況の公表に関する事務 

   （定期監査及び随時監査に限る） 

  ● 委員監査の実施に関する事務  

  ● 監査委員会議の開催に関する事務 

                        ● 内部統制評価報告書の審査に関する事務 

 

                 ［ 監査第一担当 ３名 ］ 

  ● 危機管理防災部、環境部、教育委員会の監査の実施 

   

                 ［ 監査第二担当 ５名 ］ 

   ● 総務部（契約局を除く）、福祉部、保健医療部、産業労働部の監査の実施 

 

                 ［ 監査第三担当 ５名 ］ 

  ● 総務部（契約局）、農林部、県土整備部、都市整備部、警察本部の監査の実施 

副事務局長 

  １ 

局長 

１ 

  

監査第二課長 

    １  

計３０名 
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１ 監査等の種類と監査結果の区分 

（１）監査等の種類 

  監査委員が実施する監査等の種類は、地方自治法等に定められています。 

監査の種類 根拠法律 監査の時期 

１ 定期監査 法第１９９条第１項、第２項、 

第４項 

毎年度１回以上 

２ 行政監査 法第１９９条第２項  

 

 

 

必要と認めるとき 

３ 随時監査 法第１９９条第５項 

４ 財政的援助団体等監査 法第１９９条第７項 

５ 請求・要求に基づく監査  

 ①直接請求に基づく監査 法第７５条第３項 

 ②議会からの請求に基づく監査 法第９８条第２項 

 ③知事からの要求に基づく監査 法第１９９条第６項 

 ④住民からの請求による監査 法第２４２条第４項、第５項 

 ⑤職員の賠償責任に関する監査 法第２４３条の２の２第３項 

６ 決算審査 法第２３３条第２項 

企業法第３０条第２項 

毎年度１回 

７ 健全化判断比率等審査 健全化法第３条第１項 

同法第２２条第１項 

毎年度１回 

８ 基金運用状況審査 法第２４１条第５項 毎年度１回 

９ 現金出納検査 法第２３５条の２第１項 毎月 

10  指定金融機関等の監査 法第２３５条の２第２項 

企業法第２７条の２第１項 

必要と認めるとき 

 ※ 法   ・・・地方自治法 

   企業法 ・・・地方公営企業法 

   健全化法・・・地方公共団体の財政の健全化に関する法律 
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（２）監査結果の区分 

  監査の結果、不適正な事項が認められた場合、また、組織及び運営の合理化に資するため必

要と認められる場合、次のように区分して公表しています。 
区 分 適 用 基 準 
指 摘  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が、

次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

１ 事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の

改善が必要と認められるもの 

２ 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため、抜本的な

改善が必要と認められるもの 

注 意  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 
１ 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事業の是正や今後の改善が

必要と認められるもの 
２ 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため、一層の改善、工

夫が必要と認められるもの 
意 見  次に該当する場合など、組織及び運営の合理化に資するため必要と認めら

れるもの 
１ 具体的な事務事業の執行等にかかわらず、広く県民サービスの向上を図

るための検討が必要と認められるもの 
２ 現行の制度が実情に即しない場合に、改正又は廃止が必要と認められる

もの 
 ※ 指摘・注意は、地方自治法第１９９条第９項に基づく監査の結果に関する報告 
   意見は、同条第１０項に基づき、監査の結果に関する報告に添えて提出するもの 
 ※ 上記のほか、同条第１１項に基づき、監査の結果に関する報告のうち、特に措置を講ずる 
  必要があると認められる事項について、理由を付して必要な措置を講ずべきことを勧告する 
  場合がある。 
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２ 監査等の概要（令和２年度実施分） 

  令和２年度に実施した監査等は、次のとおりです。 
監査等の種類 内      容 実施課所数等 監査結果等 

定期監査  事務の執行が最少の経費で最大の効果

を挙げているかという経済性、効率性、有

効性の視点に加え、予算や法令に従って適

正になされているかという合規性、正確性

の視点から監査を実施しました。 
 令和２年度は、「出資団体との委託契約

手続、その他委託契約における提出書類及

び検査手続等、国の法令及び条例の改正に

伴う支出事務の対応状況の確認」、「財務事

務処理における内部統制の課題の把握」を

重点監査項目としました。 

５８１課所 指摘 ９件 
注意１１件 
 
 

特定事務監査 

（テーマ監査） 

 

 組織横断的な課題について、効率的・効

果的な行財政運営及び施策を実現するた

め、特定事務にテーマを定めた監査を実施

しました。 
・地域社会を支える人材育成について 

委員監査 
７課所 

意見 ２４件 

財政的援助団体

等監査 

 

 資本金等の４分の１以上を出資してい

る団体、公の施設の指定管理者に対し、そ

の資金等が目的に沿って適切に使われて

いるか等について監査しました。 
 なお、補助金等交付団体の監査について

は、新型コロナウイルス感染症による緊急

事態宣言の状況を踏まえ、令和２年度は実

施しないこととしました。 

１９団体 
２９箇所 

指摘 なし  
注意 なし  
 
 

住民監査請求監

査 

 

 執行機関や職員による違法・不当な公金

の支出等の財務会計上の行為等について、

県民から監査を求められたものについて、

監査を行う。 

０件  

決算審査 

（令和元年度決算） 
 一般会計、特別会計及び公営企業会計決

算について、決算書等及び関係諸帳簿・証

拠書類等を照合審査しました。 

一般会計 
14 特別会計 
５公営企業 
会計 

知事へ審査意

見書を提出 

健全化判断比率

等審査 

（令和元年度決算） 

 健全化判断比率及び資金不足比率の算

定の基礎となる事項を確認し、比率が正確

に算定されているか審査しました。 

一般会計等 
５公営企業 
会計 

同上 

基金運用状況 

審査 

（令和元年度決算） 

 基金が条例の趣旨に沿って、適正かつ効

率的に運用されているか審査しました。 
２基金 同上 

現金出納検査  県の現金出納の計数が合っているかど

うかについて、県の保管する現金残高と関

係帳票類を毎月照合して検査しました。 

一般会計 
14 特別会計 
５公営企業 
会計 

検査結果を知

事と議会へ毎

月提出 
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３ 監査の結果等（令和２年度公表・提出分） 

（１）定期監査 

  ア 公表回別結果一覧 

   監査の結果に関する報告は、おおむね年４回関係機関に提出するとともに公表しています。 

   令和２年度の監査結果は、次のとおり提出及び公表をしました。 

区    分 

（提出日・公表日） 
対象機関 監査実施期間 監査結果 

 令和２年度 第１回公表 

（提出日 ２年 ９月２５日） 

（公表日 ２年１０月 ９日） 

１９２機関 

（本庁各課） 

 ２年 ４月１４日 

    ～ 

    ８月 ６日 

指摘  ３ 

注意  ２ 

意見 なし 

 令和２年度 第２回公表 

（提出日 ２年１２月 １日） 

（公表日 ２年１２月１１日） 

 ３２機関 

（地域機関） 

 ２年 ８月１９日 

～ 

   １０月１８日 

指摘 なし 

注意  ２ 

意見 なし 

 令和２年度 第３回公表 

（提出日 ３年 ２月２２日） 

（公表日 ３年 ３月 ５日） 

２２４機関 

（地域機関） 

 ２年１０月１９日 

～ 

   １２月２８日 

指摘  ５ 

注意  ５ 

意見 なし 

 令和２年度 第４回公表 

（提出日 ３年 ６月１５日） 

（公表日 ３年 ６月２５日） 

１３３機関 

（地域機関） 

 ３年 １月１２日 

～ 

    ２月 ２日 

指摘  １ 

注意  ２ 

意見 なし 

 

  イ 分野別・性質別結果一覧 

   令和２年度に実施した監査結果の指摘、注意の内容は次のとおりです。 

区    分 指 摘 注 意 計 

 

 

分 

 

野 

 

別 

収入  １ １ 

支出 １  １ 

調達手続 ２ ７ ９ 

契約内容 ４ ３ ７ 

財産     

業務運営 ２  ２ 

その他    

計 ９ １１ ２０ 

 

性 

 

質 

 

別 

管理の不備 ５ １ ６ 

運用の不備 ３ ７ １０ 

不注意 １ ３ ４ 

不経済    

非効率    

計 ９ １１ ２０ 
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  ウ 事例 

   （ア）指摘 

調達手続・管理の不備（令和２年１０月９日公表） 

・システムの運用保守業務委託契約について、契約書を作成せず、業務を行わせてい

た。（企画財政部 改革推進課） 

 

契約内容・運用の不備（令和２年１０月９日公表） 

・木育推進業務委託契約について、業務内容に変更があったにもかかわらず、変更契

約書を作成しなかった。また完了報告書の内容を十分に精査することなく、完了検査

で業務完了を認めた。（農林部 森づくり課） 

 

業務運営・管理の不備（令和２年１０月９日公表） 

・退職手当の一部未払に伴う遅延損害金について、執行体制が不適切であったため対

象者の意思確認を誤り、一部の方への支払に遅延が発生した。（教育局 教職員課） 

 

契約内容・運用の不備（令和３年３月５日公表） 

・平成 30年度に締結した工事請負契約について、令和元年度の変更契約の際、消費税

率の経過措置の対象（８％適用）についても、10％の消費税率を適用したため、過払

いが生じた。（県土整備部 秩父県土整備事務所） 

 

支出・管理の不備（令和３年３月５日公表） 

・令和元年度に締結した雑草刈払業務委託について、十分な進行管理を行っていなか 

ったため、不経済な消費税支出が生じた。（県土整備部 杉戸県土整備事務所） 

 

契約内容・運用の不備（令和３年３月５日公表） 

・平成30年度に締結した用地測量業務委託について、令和元年度の変更契約の際、消 

費税率の経過措置の対象（８％適用）についても、10％の消費税率を適用したため、 

過払いが生じた。（県土整備部 総合治水事務所） 

 

契約内容・管理の不備（令和３年３月５日公表） 

・令和元年度に実施した河川維持修繕（道路陥没）工事について、業務が完了してい 

るにもかかわらず、完了後の日付で契約関係書類を作成又は徴取していた。 

（県土整備部 総合治水事務所） 

 

調達手続・不注意（令和３年３月５日公表） 

・令和元年度に締結した業務委託について、入札公告で一般競争入札（事後審査型） 

で落札者を決定するとしながら、同じ入札公告で入札書提出前に必要書類を提出の上、 

入札参加資格確認を求めていた。（病院局 がんセンター） 

 

業務運営・管理の不備（令和３年６月２５日公表） 

・事務職員による横領事件が発生した平成30年度及び令和元年度の学校徴収金等につ

いて、県教育委員会が定めた諸規定等に反した事務処理を行うなど不適切な事務の

執行管理体制となっていた。（教育委員会 吉川美南高等学校） 
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   （イ）注意 

契約内容・運用の不備（令和２年１０月９日公表） 

・個人情報を取扱う業務のある「傷病野生鳥獣保護治療業務委託契約」について、「個

人情報の取扱いに関する誓約書の写し」を提出させていなかった。 

（環境部 みどり自然課） 

 

調達手続・不注意（令和２年１０月９日公表） 

・通信施設及びヘリコプターテレビシステムに係る賃貸借契約について、支出負担行

為の決裁区分を財務局長とすべきところ、課長が決裁していた。（警察本部 会計課） 

 

契約内容・運用の不備（令和２年１２月１１日公表） 

・平成 31年度に長期継続契約を締結した「庁舎清掃業務委託」について、個人情報の

取扱いに関する誓約書の写しを発注者に提出させていなかった。 

（企業局 地域整備事務所） 

 

調達手続・不注意（令和２年１２月１１日公表） 

・令和２年度に締結した「輸液ポンプの賃貸借契約」について、予定価格調書を作成

する前に徴した見積書に基づき契約を締結していた。 

（病院局 循環器・呼吸器病センター） 

 

契約内容・運用の不備（令和３年３月５日公表） 

・令和元年度及び令和２年度に長期継続契約として締結した業務委託３件について、

翌年度以降に歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合に契約を解除

する旨の特約を契約書に定めていなかった。（保健医療部 衛生研究所） 

 

調達手続・運用の不備（令和３年３月５日公表） 

・平成 30年度に締結した概略設計の業務委託について、執行伺を作成していなかった。

（県土整備部 北本県土整備事務所） 

 

調達手続・運用の不備（令和３年３月５日公表） 

・令和元年度に執行したＣＡＤソフトウェアの購入について、契約金額が 50万円以上

にもかかわらず、請書その他これに類する書類を相手方から徴していなかった。 

（県土整備部 川越県土整備事務所） 

 

調達手続・運用の不備（令和３年３月５日公表） 

・平成 31年度に締結した医療機器保守点検業務委託について、予定価格調書を作成す

る前に徴した見積書に基づき契約を締結していた。（病院局 小児医療センター） 
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収入・管理の不備（令和３年３月５日公表） 

・令和元年度の負担金の戻入事務について、速やかに戻入決定等の事務を行わず、ま

た現金受領後、収納した日から起算して５日以内に金融機関に払い込まず、10日後に

払い込んだ。（教育委員会 春日部高校） 

 

調達手続・運用の不備（令和３年６月２５日公表） 

・令和２年度に締結した発達支援サポーター等育成研修事業委託について、執行伺書

を作成していなかった。また見積書を徴取する前に契約締結手続きを進めていた。 

（福祉部 発達障害総合支援センター） 

 

調達手続・不注意（令和３年６月２５日公表） 

・令和元年度及び令和２年度に締結した学生定期健康診断委託に係る単価契約につい

て、予定価格が 50万円以上にもかかわらず、予定価格調書を作成していなかった。 

（農林部 農業大学校） 
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  エ 監査結果に対する措置状況 

   これまでの監査結果に対する措置の状況は次のとおりです。 

監査実施 
監査結果 改善措置状況 

備考 
指摘 注意 計 措置済 未措置 

２年度 ９ １１ ２０ ７ 
１ ３ ( 指 摘

６、注意７) 

未措置のう

ち１０件は

令和３年６

月に措置済 

元年度 ５ １８ ２３ ２３ －  

３０年度 ４ １２ １６ １６ －  

 

  オ 主な事例 

  （ア） 指摘  

対象機関 監査の結果（監査結果の公表日・県報の号数） 講じた措置（措置の公表日・県報の号数） 

企画財政

部 

改革推進

課 

 令和２年度に締結した「オープンデー
タカタログシステムに係る運用保守業
務委託」について、契約書を作成せず、
委託先業者に委託業務を行わせていた
ことは不適切であった。 
（令和 2年 10月 9日・第 148号） 

 所属内の全職員に監査結果及び経緯等
を周知した上で、契約事務に関する正確な
知識を習得するため、担当者に対し財務自
主研修に取り組ませ、担当者全員の研修実
施を確認することにより、契約事務の適正
な執行の徹底を図った。 
さらに、契約事務の遅延を防ぐため、契約
の進捗状況を把握するための一覧表を作
成した。また、毎月の財務自己点検と併せ
て、担当者及び進行管理責任者（担当主幹）
が一覧表を必ず確認し、契約事務の適切な
進行管理を図ることとした。 
特に処理手続が多く発生する年度当初に
ついては、一覧表の随時の確認を徹底し、
再発防止に努める。 
（令和 2年 12月 11日・第 166号） 

農林部 

森づくり

課 

 令和元年度の「木と人つなごう木育推
進業務委託」について、業務内容に変更
があったにもかかわらず変更契約書を
作成しなかった。 
 また、完了報告書の内容を十分に精査
することなく完了検査で業務の完了を
認めたことは、著しく不適切であった。 
（令和 2年 10月 9日・第 148号） 

 監査結果に至った原因及び経緯などを
課内全職員に周知し共有するとともに、委
託契約事務等について同様の誤りがない
よう、次の再発防止策を実施することとし
た。 
１ 適正な契約事務と財務知識の向上を  
 図るため、今年度末までに課内全職員を 
 対象に財務研修を行う。併せて、契約事 
 務等の財務事務の処理に疑義が生じた 
 場合には、随時、出納総務課に相談する。 
２ 変更契約の必要性の判断に当たって 
 は、毎月の自己検査票に変更契約に係る 
 確認項目を追加して検査確認を徹底す 
 る。 
  併せて、監督員用の「変更契約・完了 
 検査前チェックリスト」を作成してチェ 
 ック票に基づき変更契約を行う。また、 
 完了報告書が提出された際に、契約内容 
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 と合致しているかを上記チェック票を 
 利用して確認する。 
 
３ 完了検査の際には、契約書及び仕様書 
 と完了報告書に添付された提出書類に 
 ついて整合しているかを検査員用の「完 
 了検査チェックリスト」を作成し確認す 
 る。 
４ 検査員は担当ライン以外の者を選定 
 し、複数チェック体制を執る。 
（令和 2年 12月 11日・第 166号） 

教育委員

会 

教職員課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度に判明した臨時的任用教
員の退職手当の一部未払は、平成 27 年
度からの５年間で 9,723 人分約 27 億円
に達した。 
 その後、未払を是正するための支出事
務において、遅延損害金の辞退を書面で
提出後、電話で撤回を申し出た 23 人の
うち５人分について支払額の確認作業
を誤り、遅延損害金 248,820円の支払が
約２か月遅延したことは、事務の管理執
行体制が不適切であった。 
（令和 2年 10月 9日・第 148号） 

 再発防止に向けて次の取組を行った。 
・ 課内会議で本事案の周知をするととも 
 に適正な給与制度の運用及び支給事務が 
 なされるよう徹底を図った。 
・ 外部からの問合せ及び対応状況を、管 
 理職を含めて課内で情報共有し、対応 
 に誤りや漏れがないかを確認することと 
 した。 
・ 特に、金銭の支払を伴うような重要な 
 案件については、支払相手から書面によ 
 る意思表示を求め、管理職を含めて課内 
 で情報共有・確認の徹底を図ることとし 
 た。 
・ 起案時において根拠法令や制度の改正 
 状況等を確認するよう、起案理由の中に 
 チェックリスト欄を設け、必ず確認を行 
 うこととした。 
・ また、毎年度当初、管理職を含めた担 
 当職員全員で制度の確認を行い、日頃か 
 ら「気づき」ができるような環境づくり 
 をする。 
・ なお、制度改正時には、改正内容につ 
 いて管理職や他担当の役付職員を含めて 
 担当職員全員で確認を行い、関係部局と 
 の情報共有を徹底する。併せて、改正内 
 容に不明な点がある場合などには、必要 
 に応じ、国や過去の担当者にも問合せを 
 行うこととする。 
（令和 2年 12月 11日・第 166号） 
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（２）特定事務監査（テーマ監査） 

  ア テーマ「地域社会を支える人材育成について」 

  （ア）監査の趣旨及び着眼点 

     生産年齢人口の減少等による「働き手不足」への対応は喫緊の課題であることに加え、 

    新型コロナウイルス感染症による社会構造の変化と雇用の流動化が加速しており、地域 

    の持続的な成長を図るための人材育成の重要性が増しています。 

     本県では、従来から、 

     ・県内医療従事者のスキルアップを図る施設・設備の整備・運営 

     ・就職に必要な知識・技能を習得する職業訓練の実施 

     ・農業経営者としての資質・能力の育成 

    など、ソフト・ハード一体となった人材育成・確保に取り組んでいます。 

     また、専門課程を持つ高等学校では、実践的な職業教育による専門的な知識、技術の 

    習得に努め、将来の産業界を担う職業人材の育成に当たっています。 

     そこで、このような取組について、主に次の観点から状況を調査し、課題を整理する 

    とともに、関係する対象７機関に対して、今後の事業展開に関する提言を行うこととし 

    ました。 

     ① 各人材育成・確保策の現状 

     ② 人材育成・確保を目的とする各施設の有用性、学生・利用者の満足度 

     ③ 目標や計画から見た到達度、将来性 

     ④ 社会経済、県民ニーズから見た有効性 

 

  （イ）対象機関（本庁４機関及び地域機関３機関） 

 

  （ウ）実施期間 

     令和２年１２月２２日～令和３年１月２９日 

 

  （エ）監査の結果 

     今回報告分の事務の執行は、監査を実施した範囲において、おおむね適正であること 

    を確認しました。 

 

  （オ）監査結果の報告に添える意見（２４件） 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

保健医療部 医療人材課 

産業労働部 産業人材育成課、春日部高等技術専門校 

農林部 農業支援課、農業大学校 

教育委員会 高校教育指導課、熊谷工業高等学校 

番号 部局 機関 意 見 内 容 

１ 
保健医療部 医療人材課  新型コロナウイルス感染症の感染拡大のさなか

にあって、医師、看護師を始めとする医療人材の
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重要性がこれまで以上に高まっている。 

 地域医療教育センターの運営に当たっては、具

体的な医師確保目標を定め、適切な機器整備の上、

利用者である医療従事者の意見やニーズを十分に

生かしながら運営していただきたい。 

２ 

保健医療部 医療人材課  令和５年度までの目標を掲げる医師確保計画の

遂行に当たっては、新型コロナウイルス感染症対

策の教訓を踏まえつつ、県が投じる多額の予算に

見合った効果が得られるよう、確実に進捗させる

ことにより、県民が期待する医療人材不足の解消

に努めていただきたい。 

３ 

産業労働部 産業人材育成課  高等技術専門校等の魅力を高める方法の一つと

して、時代に合った企業ニーズの把握が非常に重

要であることから、各訓練科の定員の見直しも含

め、様々な訓練科の将来的な在り方を考える的確

な材料としていただきたい。 

４ 

産業労働部 産業人材育成課  企業ニーズを有効に把握するに際し、今後とも

十分に企業訪問や調査を行い、高等技術専門校の

魅力を高めていくことで、県内中小企業を中心と

するモノづくり人材、産業人材の育成に、引き続

き貢献していただきたい。 

５ 

産業労働部 春日部高等技術専

門校 

 金属加工科の訓練生募集に当たっては、金属加

工科の特徴や長所について多くの若者に興味を持

ってもらえるような説明を今後も続けていただき

たい。 

６ 

産業労働部 春日部高等技術専

門校 

 企業訪問等を通じて企業ニーズの把握に努め、

就職先の確保、訓練の充実につなげるよう努めて

いただきたい。 

７ 

産業労働部 春日部高等技術専

門校 

 就職指導については、訓練生一人一人に十分に

向き合って地域社会に貢献できる人材の育成に努

めていただきたい。 

８ 

産業労働部 春日部高等技術専

門校 

 新型コロナウイルスの影響下にあっても、訓練

生に必要な技能及び資格が取得できるよう、十分

な訓練時間の確保に配慮していただきたい。 

９ 

農林部 農業支援課  農業大学校では、キャリア教育や先端的技術を

活用し、農業経営の支援を踏まえたカリキュラム

を充実させるなど、今後のニーズにマッチした魅

力を高めていくことで、より多くの応募者確保と

就農率の向上に取り組んでいただきたい。 

10 

農林部 農業支援課  新規就農を志す者にとって、できる限り希望に

かなう就農実現や相談ができるよう、さらに就農

者が定着できるよう明日の農業担い手育成塾の設

置市町村の拡充や、市町村などの関係機関と連携

し、相談者に寄り添った就農相談の対応など、引

き続き努めていただきたい。 
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11 

農林部 農業大学校  農業大学校に対する県民の認識が広がるように

取り組んでいただきたい。 

 そのためには、募集活動を行う中で実践力を習

得する体験学習あるいはキャリア教育をはじめと

する様々なプログラム等、農業大学校の特徴や魅

力を効果的に知ってもらうＰＲが必要である。 

 多くの高校生や幅広い年代の就農希望者に興味

を持ってもらえるような工夫と機会をより多く作

っていただきたい。 

12 

農林部 農業大学校  農業人材の育成において、農作業の経験も大切

だが、農業従事者として定着させるためには、利

益を生むための経営学や原価意識を身につけさせ

ることが重要である。 

 そのためには、例えば「健康志向野菜」のよう

な特色があり、売れそうな作物の栽培技術の教育

の実施や、成功している卒業生を活用した先進農

家体験学習などを積極的に展開していただきた

い。 

13 

農林部 農業大学校  就農支援については、生徒一人一人と十分に向

き合い、丁寧なアドバイスや支援を通じて、地域

社会に貢献する人材育成に努めていただきたい。 

14 

農林部 農業大学校  次世代の人材に農業を魅力ある産業と感じても

らうため、社会ニーズの把握や新技術の導入等を

的確に行えるよう県内教育機関、農業者、地域と

の連携・交流に努めていただきたい。 

15 

農林部 農業大学校  将来像として、農業経営に必要な知識と技術を

兼ね備えた実践力のある人材育成を継続すること

により、農業経営者の養成機関として中心的な役

割を果たしていただきたい。 

16 

農林部 農業大学校  今後も新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止を図りながら、一人でも多くの卒業生を本県農

業の担い手として育成に努めていただきたい。 

17 

教育委員会 高校教育指導課  普通高校に進学しがちなモノづくりに関心のあ

る優秀な生徒を確保するために、中学校への出前

授業や進路指導担当教員の専門高校への理解を深

める取組などリクルート活動を精力的に行ってい

ただきたい。 

18 

教育委員会 高校教育指導課  基礎学力不足への対策については、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響もあり、学校現場では困

難を強いられているかもしれないが、オンライン

によるリモート学習などＩＣＴを適切に活用し、

基礎学力の底上げを図られるよう努めていただき

たい。 

19 

教育委員会 高校教育指導課  進路指導については、企業や社会、時代が求め

る人物像、自身の適性や将来の目標を深く理解す

るよう、ためになるキャリア教育をさらに充実さ
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せて、職業人材の育成を図っていただきたい。 

20 

教育委員会 高校教育指導課  今年度から、企業や研究機関と連携した「未来

の職業人材育成事業」を開始したところであるが、

社会や生徒のニーズを反映し、アップデートされ

た魅力あるカリキュラムを提供するために、大学

や研究機関、民間企業などとの相互交流を一層強

化していただきたい。 

21 

教育委員会 熊谷工業高等学校  生徒募集については、中学校に募集活動を行う

中で、学科の特色などを強調して、多くの中学生

に興味を持ってもらうような工夫をしていただき

たい。 

 また、普通科への進学をアドバイスしがちな中

学校の教員に、熊谷工業高校の魅力を伝えること

に力を入れていただきたい。 

22 

教育委員会 熊谷工業高等学校  社会を構築していく中で、職人というのは大事

な存在である。そのようなことを念頭に置いて人

材育成に取り組んでいただきたい。 

 進路指導については、生徒一人一人と十分に向

き合い、インターンシップを含むキャリア教育を

実施していく中で、自分の将来や職業に対する理

解を十分に深め、地域社会に貢献する人材育成に

努めていただきたい。 

23 

教育委員会 熊谷工業高等学校  「脱炭素化」、「ＩｏＴ化」など工業のあるべき

姿やニーズが変化する中で、熊谷工業高校のポテ

ンシャルを高め、社会で活躍できる総合力の高い

生徒を輩出するため、建築・土木・電気・機械・

情報技術の５学科について、学科の枠を超えたワ

ンチームの取組を検討していただきたい。 

24 

教育委員会 熊谷工業高等学校  今後も新型コロナウイルス感染症対策にできる

限り最善を尽くしつつ、生徒にとって進学、就職

のために、確かな学力、規律ある態度を身につけ

られるよう、取り組んでいただきたい。 

 また、将来像についは、専門知識に優れ、即戦

力となるスペシャリストをさらに多く育成するこ

とにより、地域の信頼と期待に応えられる魅力あ

る工業高校として、多くの役割を果たしていくよ

う努めていただきたい。 
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（３）財政的援助団体等監査 

   出資団体１０団体、指定管理者９団体１９施設、計２９箇所を監査しました。 

  ア 監査結果 

  （ア）指摘・注意 

     なし 

 

  イ 監査結果に対する措置状況     

監査実施 

監 査 結 果 
令和元年度末 

未措置 

令和２年度措置状況 
備 考 

指摘 注意 計 
措置済 未措置 

令和２年度 ０ ０ ０ － － －  

令和元年度 ０ １ １ １ １ ０  

平成 30年度 ０ ２ ２ － － －  
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（４）決算審査 

   令和元年度の決算審査意見書の概要は次のとおりです。 

 

  ア 令和元年度埼玉県歳入歳出決算（一般会計及び特別会計） 

（ア）審査の期間 

    令和２年８月７日～令和２年９月１６日 

（イ）審査意見 

   決算書及び関係書類等を照合審査した結果、符合していることを確認した。 

   予算の執行等に当たっては、関係法令及び予算議決の趣旨に沿って、おおむね適正に行

われているものと認めた。 

（ウ）留意又は改善を要する事項 

 ① 本県の財政の状況 

  令和元年度一般会計の決算額は、歳入 1 兆 8,415 億円、歳出 1 兆 8,315 億円で、歳入・

歳出ともに前年度に比べ増加し、過去３番目に大きい規模である。 

 ② 県税収入の確保 

  県税収入は 7,681 億円で、納税率は 98.4％と９年連続で上昇した。また、県税の収入未

済額は 111 億円で前年度比 11億円減少している。 

  新型コロナウイルス感染症の影響で、税収確保の重要性はより一層高まっている。個々

の納税者の状況に十分配慮しつつ、税収確保対策の新たな中期目標のもと、県税収入の確

保に努めていただきたい。特に、県税収入全体の 36％、収入未済額の 84.1%を占める個人

県民税（均等割･所得割）については、引き続き、収入未済額の多い大規模市を中心に効果

的な支援を実施していただきたい。また、令和元年１０月の「地方税共通納税システム」

導入を契機に、市町村等と協力して特別徴収割合の向上のための取組を強化していただき

たい。 

 ③ 持続可能な財政運営のために 

   県債発行額は、2,287 億円で、前年度に比べ２億円増加したが、県債残高は３兆 8,163

億円で、前年度に比べ 53億円減少した。県民一人当たりの県債残高は約 51万 6 千円であ

る｡今後も持続可能な財政運営に向けて、県民とって真に必要な投資を行う一方、将来世

代に過大な負担を残すことがないよう、県債の発行と残高の適正な管理に努めていただき

たい。 

   財源調整のための基金の年度末残高は、平成２２年度から２７年度まで 900 億円台を維

持していたが、令和元年度末は 600 億円まで減少している。財政運営が一層厳しさを増す

と想定される中、予算編成上重要な役割を持つ基金残高の確保に努めていただきたい。 

 ④ 危機管理体制の充実・強化と災害に強い県土づくりについて 

  豚熱（ＣＳＦ）や令和元年東日本台風の対応については、多くの課題が明らかとなって

いる。地域防災計画をはじめ各種のマニュアルなどの見直しを進めるとともに、日頃から、
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国、市町村、県民、事業者などと連携して、様々な危機を想定した実践的な訓練を積み重

ね、重大な事案への対応力を強化するなど、危機管理体制の充実・強化に努めていただき

たい。また、県民一人ひとりの防災意識の高揚や頻発化・激甚化する豪雨災害に対応でき

る総合的な治水対策に取り組んでいただきたい。 

 ⑤ 「新しい生活様式」を踏まえた行財政改革の推進について 

   新型コロナウイルス感染症への対応として、「新しい生活様式」への取組が求められて

いる。ペーパーレス化や電子申請の推進など、県庁のＩＣＴ化を進めるとともに働き方改

革に積極的に取り組んでいただきたい。また、最小の経費で最大の効果を上げることが求

められる状況で、“日本一暮らしやすい埼玉”を実現するため、多様な主体との連携・県民

参画の推進や行財政基盤の強化に努めていただきたい。 

 ⑥ 実効性のある内部統制の実現について 

  内部統制については、職員の十分な理解、意識、実践が必要であるため、マニュアルや

リスク事例集がより分かりやすいものとなるよう不断の見直しをお願いしたい。また、今

後の運用、検討に当たっては、内部統制推進部局や評価部局だけではなく、内部統制に関

連の深い規定を所管する部局とも十分連携して行い、実効性のある内部統制の実現を目指

していただきたい。 

 

  イ 令和元年度公営企業会計決算（５会計） 

（ア）審査の期間  

 令和２年８月７日～令和２年９月１６日 

（イ）審査意見 

 決算書及び同附属書類並びに関係諸帳簿及び証拠書類等を照合審査した結果、符合して

いることを確認した。 

 また、事業の運営及び予算の執行に当たっては、関係法令及び予算議決の趣旨に沿って、

おおむね適正に行われているものと認めた。 

（ウ）留意又は改善を要する事項 

 【水道用水供給事業会計】 

  企業局は令和２年度当初予算で多発する河川の水質異常や水質の急激な変化等に対応し、 

 水質基準に適合した安全な水を安定供給するため、既に導入済の新三郷浄水場を除く４浄水 

 場（大久保、吉見、庄和、行田）に高度浄水処理施設を整備する方針を打ち出した。 

  国の水道水質基準は、強化される傾向にあり、順守すべき項目数については、平成５年２ 

 ６項目であったものが、現在は５１項目と、ほぼ２倍に増加している状況である。今後、県 

 営水道には、より高い水準の浄水処理によるかび臭やトリハロメタンの除去、水質異常への 

 対応などが求められる。 

  水道用水供給事業は令和２年３月３１日現在、５か所の浄水場から茨城県五霞町を含む５ 

 ８市町（５５団体）に対し、水道用水を卸供給している。市町村は供給された県水に自己水 
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 （地下水）を加え県民に水道水を供給している。 

  平成３０年度の県水占有率の実績では大久保系８２.７％、庄和系は８７.１％、行田系は 

 ６１.０％、吉見系は７５.０％であり、県全体では７７.１％に留まっている。市町村別とな 

 ると県水占有率が１０％台の市町村があり、高度浄水処理による安全・安心な水道用水の供 

 給量の増加は受水団体の要望もあることから県水占有率の上昇に資するものである。 

  一方、４か所の高度浄水処理施設の総事業費は約８００億円と試算されており、完成の際 

 には多額の減価償却費と維持管理費が重くのしかかる。さらに、企業局は安定水利権獲得の 

 ためにこれまで八ッ場ダムの建設事業分で約８９２億円、水源地域対策事業分で約１３７億 

 円を負担しており、建設事業分はダム使用権として５５年で本年度から、水源地域対策事業 

 分は水利権として２０年で来年度から減価償却していく。両者の経費が重なることで純利益 

 が大きく押し下げられ、水道料金の引き上げが必要となる可能性も見込まれる。 

  企業局が作成した埼玉県営水道長期ビジョンなどの資料では、水需要の長期見通しは減少 

 していくものと予測しており、より一層の経営の効率化が求められる。高度浄水処理の拡大 

 に当たっては、投資コストの一層の削減を図るとともに、高度浄水処理された水道水のＰＲ 

 の充実や県水占有率を上げていくなどの経営努力を行い、安易に水道料金を引き上げること 

 なく、費用対効果の高い投資に取り組んでいく必要がある。 

 

 【病院事業会計】 

  埼玉県立病院経営改善アクションプラン（平成３０～３２年度）に掲げられた主な業 

 績評価指標について、県立４病院の令和元年度の実績値を見ると、病床利用率が同年度 

 の目標に達したのは平成３０年度に引き続いて精神医療センターのみであった。ただし、 

 目標には達しなかったものの、循環器・呼吸器病センター、がんセンター及び小児医療 

 センターにおいて３０年度の実績値を上回った。 

  医業収支比率は全体で７６．８％と３０年度比で２．１ポイント改善したが、精神医 

 療センターのみアクションプランの目標に達しなかった。 

  経常収支比率についても全体で９８．２％と３０年度比で１．０ポイント改善したが、 

 小児医療センターと精神医療センターはアクションプランの目標に達しなかった。 

  当年度純損益額は４病院全体では約１５億２７百万円のマイナス（マイナスは平成２ 

 ５年度から７年連続）であるが、３０年度に比べ約２億９９百万円改善した。年度末の 

 資金（現金預金）残高は１４１億円と３０年度比で約３０億６９百万円増加している。 

  ４病院の医業収益は、入院収益としては手術件数の増加による入院単価の増などによ 

 り、また、外来収益としてはがんセンターの通院治療センターの患者数の増などにより、 

 過去最高となった３０年度を上回る４２７億円となったが、３病院の病床利用率が目標 

 を達成できていないなど課題も残されている。 

  加えて、現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う医業収益の悪化が懸念され、そ 

 の収束の見通しが立たない中、病院経営は予断を許さない状況である。 
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  こうした厳しい状況下ではあるが、令和３年４月の地方独立行政法人化に当たっては 

 引き続き財務基盤の強化を図る必要があり、そのためには病床利用率をはじめアクショ  

 ンプランの個々の目標達成などにより収支が均衡した安定的な経営を実現できるよう、 

 更なる経営改善に取り組む必要がある。 

  また、地方独立行政法人化に向けて、自立性を高めるための職員の意識改革や高度医 

 療を支える医師・看護師等の定着、確保にも留意されたい。 

 

 【流域下水道事業会計】 

 本県の流域下水道事業は事業着手から５０年以上が経過し、施設・設備の老朽化対策や耐

震化などの災害対策に加えて、温暖化対策や下水道資源の有効活用などの新たな課題も生じ

ている。また、今後は県人口が減少に転じて、長期的には処理水量の減少が見込まれる経営

環境にある。 

 このような状況下で下水道局は今後１０年間の流域下水道事業を見据えた健全な経営を

行っていくため、事業運営の根幹となる「経営戦略」を平成３０年１月に定めた。この経営

戦略においては、「２４時間３６５日、絶え間なく流域下水道サービスを提供すること」を

目標として、「下水処理システムの保全や災害対策の強化など下水道本来の機能を将来に向

けて『持続』していくとともに、下水道資源の有効活用など事業環境の変化に適応する『進

化』を遂げる」ことを指針として掲げている。 

 さらに、この経営戦略を具現化するため、「経営マネジメント目標」及び「ストックマネ

ジメント計画」を平成３１年１月に策定した。 

 経営マネジメント目標では、今後１０年程度の事業の実践目標や主な取組を定め、建設改

良事業について５年程度の投資目標を設定した。ストックマネジメント計画では、経営マネ

ジメント目標に掲げる主な取組を具現化するため、今後５～１０年以内に優先的に実施すべ

き３つの課題（①重要施設の災害対策、②下水道資源の有効活用、③処理機能の補完）を主

要プロジェクトとして選定するとともに、優先度に応じた老朽化対策を定めた。 

 流域下水道は県民生活に欠くことのできない重要な社会インフラである。大規模災害など

により流域下水道サービスが停止されることがあれば県民生活に甚大な影響を及ぼす。 

 従来の想定を超える集中豪雨に備える浸水対策や緊急輸送道路下の管路等の重要施設の

耐震化などは喫緊の課題である。 

 下水道局においては、ストックマネジメント計画等に基づき、重要施設の災害対策や優先

度に応じた老朽化対策を着実に推進する必要がある。 

 また、経営マネジメントを徹底し、PDCA サイクルに則り定期的に計画を見直し、引き続き、

２４時間３６５日絶え間のない流域下水道サービスを県民に提供できるよう努めていく必

要がある。 
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（５）健全化判断比率等審査 

   令和元年度決算に基づく健全化判断比率等について審査した結果の概要は次のとお 
  りです。 
  
 ア 健全化判断比率 

 （ア）審査の期間 

      令和２年８月７日～令和２年９月１６日 

 （イ）審査結果 
     審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した 
    書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。 
                       【参考】 

健全化判断比率 令和元年度  平成３０年度 早期健全化基準 

①実質赤字比率   黒字 黒字   ３．７５％未満 
②連結実質赤字比率 黒字 黒字   ８．７５％未満 
③実質公債費比率  １１．１％  １１．４％     ２５％未満 
④将来負担比率 １８５．５％ １８７．９％    ４００％未満 

   ・実質公債費比率の全国平均は、１０．５％ （埼玉県は比率が低い順で全国２３位） 
   ・将来負担比率の全国平均は、 １７２．９％ （埼玉県は比率が低い順で全国２１位） 
 （ウ）審査意見 
    いずれの比率も早期健全化基準を下回っており、実質公債費比率、将来負担比率は

昨年度と比較すると低下している。引き続き、健全な財政運営に努められたい。 
    県民の県財政への理解を一層高めるため、健全化判断比率を分かり易くＰＲするこ

とについて検討されたい。 
【参考】 
○ 健全化判断比率 

 ・実質赤字比率   
   一般会計等に生じている赤字額の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したもの 
 ・連結実質赤字比率 
   全会計（下水道など公営企業も含む）に生じている赤字の大きさを、標準財政規模に

対する割合で表したもの 
 ・実質公債費比率  
   借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、標準財政規模に対する割合で表し

たもの 
 ・将来負担比率   
   借入金（地方債）や県が将来支払う可能性のある負債の大きさを、標準財政規模に対

する割合で表したもの 
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 イ 資金不足比率 

 （ア）審査の期間 

      令和２年８月７日～令和２年９月１６日 

 （イ）審査結果 
     審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した 
    書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。 
                       【参考】 

審査対象の会計 令和元年度  
 

平成３０年度 

病院事業会計 資金不足なし 資金不足なし 
工業用水道事業会計 資金不足なし 資金不足なし 
水道用水供給事業会計 資金不足なし 資金不足なし 
地域整備事業会計 資金不足なし 資金不足なし 
流域下水道事業会計 資金不足なし 資金不足なし 

 （ウ）審査意見 
    いずれの会計についても資金剰余となっているが、今後も資金不足が生じないよう、

健全経営に努められたい。 
 
【参考】 
 ○ 資金不足比率   

   公営企業ごとに算定した資金不足額の事業規模に占める割合 
   ※ 資金不足額：一般会計等の実質赤字に相当し、公営企業会計ごとに算定した額 
     事業規模 ：料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額 
 
 
（６）住民監査請求監査 

   令和２年度に監査結果を公表した住民監査請求は、ありませんでした。 
 



 

          

 

 

 

≪資  料  編≫ 
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令和２年度に公表又は提出した監査の結果等 

１ 定期監査 

（１）定期監査年度別実施課所数 

年  度 

監  査  課  所（機 関） 
実地監査 

実施率（％） 総  数 
左  の  内  訳 

委員による実地監査  委員による書面監査  

平成２８年度 ５８０ ２８５ ２９５ ４９ 

平成２９年度 ５８１ ２９４ ２８７ ５１ 

平成３０年度 ５８１ ２８９ ２９２ ５０ 

令和 元年 度 ５８１ ２７９ ３０２ ４８ 

令和 ２年 度 ５８１ ２７８ ３０３ ４８ 

※平成２９年度は病院局経営管理課に２回監査を実施しているが、機関数は１機関と数えている。 
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（２）監査の結果等 

 ア 令和２年度第１回     提出（令和２年 ９月２５日） 

    公表（令和２年１０月 ９日） 

 

 （ア） 監査の対象機関 １９２機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 
直轄 秘書課 
企画財政部 企画総務課、計画調整課、財政課、改革推進課、情報システム課、地域政

策課、市町村課、土地水政策課、交通政策課 
総務部 人事課、職員健康支援課、文書課、学事課、管財課、統計課、総務事務

センター、税務課、個人県民税対策課、入札課、入札審査課 
県民生活部 広聴広報課、共助社会づくり課、人権推進課、文化振興課、国際課、青

少年課、男女共同参画課、消費生活課、防犯・交通安全課、スポーツ振

興課、オリンピック・パラリンピック課 
危機管理防災部 危機管理課、消防課、災害対策課、化学保安課 
環境部 環境政策課、温暖化対策課、エネルギー環境課、大気環境課、水環境課、 

産業廃棄物指導課、資源循環推進課、みどり自然課 
福祉部 福祉政策課、社会福祉課、障害者福祉推進課、障害者支援課、福祉監査

課、地域包括ケア課、高齢者福祉課、少子政策課、こども安全課 
保健医療部  保健医療政策課、感染症対策課、国保医療課、医療整備課、医療人材課、

健康長寿課、疾病対策課、生活衛生課、薬務課、食品安全課 
産業労働部 産業労働政策課、商業・サービス産業支援課、産業支援課、先端産業課、

企業立地課、金融課、観光課、雇用労働課、シニア活躍推進課、ウーマ

ノミクス課、産業人材育成課 
農林部 農業政策課、農業ビジネス支援課、農業支援課、生産振興課、森づくり

課、農村整備課、農産物安全課、畜産安全課 
県土整備部  県土整備政策課、建設管理課、用地課、道路街路課、道路環境課、河川

砂防課、水辺再生課 
都市整備部  都市整備政策課、都市計画課、市街地整備課、田園都市づくり課、公園

スタジアム課、建築安全課、住宅課、営繕課、設備課 
会計管理者 出納総務課、会計管理課 
企業局 総務課、財務課、地域整備課、水道企画課、水道管理課 
病院局 経営管理課 
下水道局 下水道管理課、下水道事業課 
行政委員会等の

事務局 
議会事務局（秘書課、総務課、議事課、政策調査課、図書室）、監査事

務局（監査第一課、監査第二課）、人事委員会事務局（総務給与課、任

用審査課）、労働委員会事務局（審査調整課）、収用委員会事務局 
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 (イ) 監査実施日 

    令和２年４月１４日～令和２年８月６日 

 

 (ウ) 監査結果 

   今回報告分の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事  

  務の執行は、監査を実施した範囲において、おおむね適正であることを確認した。 

   なお、個別の事務事業に関して、是正又は改善が必要と認められる事項は次の 

  とおりである。 

 

 ａ 指摘事項 ３件 （３機関） 

教育委員会 総務課、教育政策課、財務課、教職員課、福利課、県立学校人事課、高

校教育指導課、魅力ある高校づくり課、生徒指導課、保健体育課、特別

支援教育課、小中学校人事課、義務教育指導課、教職員採用課、生涯学

習推進課、文化資源課、人権教育課 
警察本部 総務課、文書課、広報課、情報管理課、留置管理課、会計課、施設課、

装備課、警務課、監察官室、教養課、厚生課、生活安全総務課、人身安

全対策課、少年課、少年捜査課、保安課、生活経済課、サイバー犯罪対

策課、地域総務課、通信指令課、自動車警ら隊、鉄道警察隊、刑事総務

課、捜査第一課、捜査第二課、捜査第三課、鑑識課、科学捜査研究所、

機動捜査隊、組織犯罪対策課、捜査第四課、薬物銃器対策課、国際捜査

課、交通総務課、交通指導課、交通捜査課、交通規制課、交通機動隊、

高速道路交通警察隊、運転免許課、運転管理課、運転免許試験課、公安

第一課、公安第二課、公安第三課、警備課、オリンピック・パラリンピ

ック対策課、危機管理課、外事課、機動隊、さいたま市警察部、第一方

面本部、第二方面本部、第三方面本部、第四方面本部 

番号 部局 機関 概      要 

1 

企画財政部 改革推進課  令和２年度に締結した「オープンデータカタログシス

テムに係る運用保守業務委託」について、契約書を作成

せず、委託先業者に委託業務を行わせていたことは不適

切であった。 

２ 

農林部 森づくり課  令和元年度の「木と人つなごう木育推進業務委託」に

ついて、業務内容に変更があったにもかかわらず変更契

約書を作成しなかった。 

 また、完了報告書の内容を十分に精査することなく完

了検査で業務の完了を認めたことは、著しく不適切であ

った。 
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 ｂ 注意事項 ２件（２機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

環境部 みどり自然

課 

 平成 31 年度に締結した「傷病野生鳥獣保護治療業務

委託」について、個人情報の取扱いに関する誓約書の写

しを委託者に提出させていなかったことは不適切であ

った。 

２ 

警察本部 会計課  令和元年度に締結した「警察通信施設中央サーバの賃

貸借契約」及び「ヘリコプターテレビシステム機上設備

の賃貸借契約」について、支出負担行為の決裁区分が副

部長のところ課長が決裁していたことは、不適切であっ

た。 

 

 

  

３ 

教育委員会 教職員課  令和元年度に判明した臨時的任用教員の退職手当の

一部未払は、平成 27 年度からの５年間で 9,723 人分約

27 億円に達した。 

 その後、未払を是正するための支出事務において、遅

延損害金の辞退を書面で提出後、電話で撤回を申し出た

23 人のうち５人分について支払額の確認作業を誤り、遅

延損害金 248,820 円の支払が約２か月遅延したことは、

事務の管理執行体制が不適切であった。 
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 イ 令和２年度第２回     提出（令和２年１２月 １日）  

    公表（令和２年１２月１１日） 

 

 (ア)  監査の対象機関 ３２機関 

 

 (イ) 監査実施日 

    令和２年８月１９日～令和２年１０月１８日 

 

 (ウ) 監査結果 

   今回報告分の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事  

  務の執行は、監査を実施した範囲において、おおむね適正であることを確認した。 

    なお、個別の事務事業に関して、是正又は改善が必要と認められる事項は次の 

   とおりである。 

 

 a 指摘事項 なし 

 

 ｂ 注意事項 ２件（２機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

企業局 地域整備事務

所 

 平成 31 年度に長期継続契約を締結した「庁舎清掃業

務委託」について、個人情報の取扱いに関する誓約書の

写しを発注者に提出させていなかったことは不適切で

あった。 

所管部局 監 査 対 象 機 関 
総務部 朝霞県税事務所、川越県税事務所、飯能県税事務所、秩父県税事務所 
県民生活部 消費生活支援センター、消費生活支援センター熊谷 
環境部 環境整備センター 
保健医療部 東松山保健所 
産業労働部 産業技術総合センター、熊谷高等技術専門校、熊谷高等技術専門校秩父

分校 
農林部 川越農林振興センター、農業技術研究センター、病害虫防除所、花と緑

の振興センター 
企業局 地域整備事務所、地域整備事務所北部支所、大久保浄水場 
病院局 循環器・呼吸器病センター 
教育委員会 歴史と民俗の博物館、近代美術館、朝霞西高等学校、入間向陽高等学校、

坂戸西高等学校、鷲宮高等学校、大宮北特別支援学校、大宮北特別支援

学校さいたま西分校、三郷特別支援学校 
警察本部 川口警察署、東松山警察署、小川警察署、児玉警察署 
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２ 

病院局 循環器・呼吸

器病センター 

 令和２年度に締結した「輸液ポンプの賃貸借契約」に

ついて、予定価格調書を作成する前に徴した見積書に基

づき契約を締結していたことは不適切であった。 
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 ウ 令和２年度第３回     提出（令和３年 ２月２２日） 

    公表（令和３年 ３月 ５日）  

 

 (ア)  監査の対象機関 ２２４機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 
企画財政部 東京事務所、南部地域振興センター、東部地域振興センター、川越比企

地域振興センター、西部地域振興センター、北部地域振興センター、秩

父地域振興センター 
総務部  県営競技事務所、さいたま県税事務所、上尾県税事務所、川越県税事務

所、所沢県税事務所、飯能県税事務所、秩父県税事務所、本庄県税事務

所、熊谷県税事務所、行田県税事務所、春日部県税事務所、自動車税事

務所、自動車税事務所大宮支所、自動車税事務所熊谷支所、自動車税事

務所所沢支所、自動車税事務所春日部支所 
県民生活部 パスポートセンター、パスポートセンター川越支所、パスポートセンタ

ー春日部支所、婦人相談センター、男女共同参画推進センター、消費生

活支援センター、消費生活支援センター川越、消費生活支援センター春

日部、消費生活支援センター熊谷 
危機管理防災部 防災航空センター 
環境部 中央環境管理事務所、西部環境管理事務所、秩父環境管理事務所、北部

環境管理事務所、越谷環境管理事務所、東部環境管理事務所、環境科学

国際センター、環境整備センター 
福祉部 北部福祉事務所、秩父福祉事務所、発達障害総合支援センター、総合リ

ハビリテーションセンター、精神保健福祉センター、中央児童相談所、

南児童相談所、川越児童相談所、所沢児童相談所、熊谷児童相談所、草

加児童相談所、埼玉学園 
保健医療部 南部保健所、草加保健所、東松山保健所、加須保健所、熊谷保健所、本

庄保健所、秩父保健所、衛生研究所、動物指導センター、動物指導セン

ター南支所、食肉衛生検査センター、食肉衛生検査センター北部支所 
産業労働部 計量検定所、産業技術総合センター、産業技術総合センター北部研究所、

中央高等技術専門校、川口高等技術専門校、川越高等技術専門校、熊谷

高等技術専門校、熊谷高等技術専門校秩父分校、春日部高等技術専門校 
職業能力開発センター 

農林部 さいたま農林振興センター、東松山農林振興センター、秩父農林振興セ

ンター、本庄農林振興センター、大里農林振興センター、加須農林振興

センター、春日部農林振興センター、農業技術研究センター、病害虫防

除所、川越家畜保健衛生所、熊谷家畜保健衛生所、秩父高原牧場、農業

大学校、花と緑の振興センター、茶業研究所、水産研究所、農村整備計
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画センター 
県土整備部  さいたま県土整備事務所、朝霞県土整備事務所、北本県土整備事務所、

川越県土整備事務所、飯能県土整備事務所、東松山県土整備事務所、熊

谷県土整備事務所、行田県土整備事務所、越谷県土整備事務所、総合技

術センター、西関東連絡道路建設事務所、総合治水事務所 
都市整備部  川越建築安全センター、熊谷建築安全センター、越谷建築安全センター、

営繕・公園事務所 
企業局 地域整備事務所、地域整備事務所北部支所、大久保浄水場、庄和浄水場 

新三郷浄水場、吉見浄水場、水道整備事務所、水道整備事務所鴻巣支所 
病院局 循環器・呼吸器病センター、精神医療センター 
下水道局 荒川左岸南部下水道事務所、荒川右岸下水道事務所、荒川左岸北部下水

道事務所、中川下水道事務所 
教育委員会 南部教育事務所、北部教育事務所、北部教育事務所秩父支所、総合教育

センター、総合教育センター江南支所、熊谷図書館、久喜図書館、歴史

と民俗の博物館、嵐山史跡の博物館、近代美術館、自然の博物館、文書

館、加須げんきプラザ、大滝げんきプラザ、伊奈学園中学校、上尾高等

学校、いずみ高等学校、伊奈学園総合高等学校、岩槻高等学校、岩槻商

業高等学校、岩槻北陵高等学校、浦和高等学校、浦和北高等学校、浦和

工業高等学校、浦和商業高等学校、浦和西高等学校、大宮高等学校、大

宮光陵高等学校、大宮中央高等学校、大宮東高等学校、大宮南高等学校、

大宮武蔵野高等学校、桶川高等学校、桶川西高等学校、春日部高等学校、 
春日部工業高等学校、春日部女子高等学校、春日部東高等学校、川口高

等学校、川口北高等学校、川口工業高等学校、川口青陵高等学校、川越

高等学校、川越工業高等学校、川越女子高等学校、川越総合高等学校、

川越西高等学校、川越初雁高等学校、川越南高等学校、久喜北陽高等学

校、熊谷高等学校、熊谷工業高等学校、熊谷商業高等学校、熊谷女子高

等学校、熊谷西高等学校、熊谷農業高等学校、栗橋北彩高等学校、芸術

総合高等学校、越ケ谷高等学校、越谷北高等学校、越谷西高等学校、児

玉高等学校、児玉白楊高等学校、幸手桜高等学校、狭山経済高等学校、

狭山工業高等学校、狭山清陵高等学校、狭山緑陽高等学校、志木高等学

校、庄和高等学校、杉戸高等学校、杉戸農業高等学校、草加高等学校、

草加東高等学校、草加南高等学校、秩父高等学校、秩父農工科学高等学

校、鶴ヶ島清風高等学校、常盤高等学校、所沢西高等学校、戸田翔陽高

等学校、豊岡高等学校、滑川総合高等学校、南稜高等学校、新座高等学

校、新座総合技術高等学校、新座柳瀬高等学校、鳩ヶ谷高等学校、鳩山

高等学校、飯能高等学校、飯能南高等学校、日高高等学校、深谷高等学

校、深谷商業高等学校、深谷第一高等学校、富士見高等学校、ふじみ野



 

- 30 - 

 

 

 (イ) 監査実施日 

    令和２年１０月１９日～令和２年１２月２８日 

  

 (ウ)  監査結果 

   今回報告分の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事 

  務の執行は、監査を実施した範囲において、おおむね適正であることを確認した。 

    なお、個別の事務事業に関して、是正又は改善が必要と認められる事項は次の 

   とおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校、不動岡高等学校、本庄高等学校、松山高等学校、松山女子高

等学校、皆野高等学校、宮代高等学校、妻沼高等学校、与野高等学校、

寄居城北高等学校、和光高等学校、和光国際高等学校、上尾かしの木特

別支援学校、入間わかくさ高等特別支援学校、浦和特別支援学校、大宮

北特別支援学校、大宮北特別支援学校さいたま西分校、特別支援学校大

宮ろう学園、春日部特別支援学校、川口特別支援学校、川越特別支援学

校、川越特別支援学校川越たかしな分校、川島ひばりが丘特別支援学校、

騎西特別支援学校、久喜特別支援学校、熊谷特別支援学校、けやき特別

支援学校、けやき特別支援学校伊奈分校、越谷西特別支援学校、特別支

援学校さいたま桜高等学園、狭山特別支援学校、草加かがやき特別支援

学校、草加かがやき特別支援学校草加分校、所沢特別支援学校、所沢お

おぞら特別支援学校、特別支援学校塙保己一学園、特別支援学校羽生ふ

じ高等学園、東松山特別支援学校、日高特別支援学校、深谷はばたき特

別支援学校、本庄特別支援学校、三郷特別支援学校、宮代特別支援学校 
毛呂山特別支援学校 

警察本部 浦和警察署、浦和東警察署、浦和西警察署、大宮警察署、大宮東警察署、

大宮西警察署、川口警察署、武南警察署、草加警察署、上尾警察署、川

越警察署、東入間警察署、所沢警察署、狭山警察署、飯能警察署、東松

山警察署、秩父警察署、本庄警察署、児玉警察署、熊谷警察署、深谷警

察署、寄居警察署、加須警察署、岩槻警察署、春日部警察署、越谷警察

署、久喜警察署、幸手警察署、杉戸警察署、吉川警察署 



 

- 31 - 

 

 a 指摘事項 ５件（４機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

県土整備部 秩父県土整備

事務所 

 平成 30 年度に締結した災害防除工事（煤川工区）に

ついて、当初契約は消費税率８％の契約であり、消費税

率等に関する経過措置の対象であったにもかかわらず、

変更契約の際に契約全体に対して 10％の消費税率を適

用したのは不適切であった。 

２ 
県土整備部 杉戸県土整備

事務所 

 令和元年度に締結した雑草刈払業務委託について、十

分な進行管理を行っていなかったため、不経済な消費税

支出が生じたことは不適切であった。 

３ 

県土整備部 総合治水事務

所 

 平成 30 年度に締結した社会資本整備総合交付金（河

川）工事（用地測量業務委託その１）について、当初契

約は消費税率８％の契約であり、消費税率等に関する経

過措置の対象であったにもかかわらず、変更契約の際に

契約全体に対して 10％の消費税率を適用したのは不適

切であった。 

４ 

県土整備部 総合治水事務

所 

 令和元年度に実施した河川維持修繕工事（陥没修繕

工）について、業務が完了しているにもかかわらず、完

了後の日付で契約関係書類を作成又は徴取していたこ

とは著しく不適切であった。 

５ 

病院局 がんセンター  令和元年度に締結した「埼玉県立がんセンター及び埼

玉県立精神医療センター屋外整備業務委託」について、

入札公告において一般競争入札（事後審査型）で落札者

を決定するとしながら、同時に入札書提出前に入札参加

資格申請書及び必要書類を提出の上、入札参加資格の確

認を求めていたことは、不適切であった。 

 

 ｂ 注意事項 ５件（５機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

保健医療部 衛生研究所  令和元年度に長期継続契約として締結した業務委託

契約１件、令和２年度に長期継続契約として締結した業

務委託契約２件について、契約書に、翌年度以降に歳入

歳出予算の金額について減額又は削除があった場合に

契約を解除する旨の特約を定めていなかったことは不

適切であった。 

２ 

県土整備部 北本県土整備

事務所 

 平成 30 年度に締結した「一般県道上尾環状線の道路

改築事業に伴う高崎線北上尾駅構内久保踏切道除却こ

道橋新設に係る概略設計業務委託」について、執行伺を

作成していなかったことは不適切であった。 

３ 

県土整備部 川越県土整備

事務所 

 令和元年度に執行した「ＣＡＤソフトウェア（建設図

面プログラム増設）」の購入について、契約金額が 50 万

円以上にもかかわらず、請書その他これに類する書類を

相手方から徴していなかったことは不適切であった。 
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４ 

病院局 小児医療セン

ター 

 平成 31 年度に締結した「医療機器（単年度契約分）

保守点検業務委託」について、予定価格調書を作成する

前に徴した見積書に基づき契約を締結していたことは

不適切であった。 

５ 

教育委員会 春日部高等学

校 

 令和元年度に全国高等学校長協会の総会・研究協議会

を当校長が欠席したことに伴う負担金 2,000 円の戻入

事務について、次の点で不適切であった。 

１ 欠席後、速やかに同協会と調整せず、戻入決定、債

 権管理簿の記載、返納通知書の送付を行わなかった。

２ 同協会が現金で返納した際に、適正な手続を取らず

 当校長が直接現金を受領した。 

３ 現金受領後、収納した日から起算して５日以内に指

 定金融機関等に払い込まず、10 日後に払い込んだ。 
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 エ 令和２年度第４回     提出（令和３年 ６月１５日） 

    公表（令和３年 ６月２５日）  

 

 (ア)  監査の対象機関 １３３機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 
企画財政部 県央地域振興センター、西部地域振興センター、利根地域振興センタ

ー 
総務部 所沢県税事務所、東松山県税事務所、熊谷県税事務所、行田県税事務

所 
環境部 西部環境管理事務所、東松山環境管理事務所、北部環境管理事務所 
福祉部 発達障害総合支援センター、所沢児童相談所、熊谷児童相談所、埼玉

学園 
保健医療部 鴻巣保健所、幸手保健所、食肉衛生検査センター、食肉衛生検査セン

ター北部支所 
産業労働部 中央高等技術専門校、川越高等技術専門校 
農林部 秩父農林振興センター、春日部農林振興センター、中央家畜保健衛生

所、秩父高原牧場、農業大学校 
県土整備部 朝霞県土整備事務所、越谷県土整備事務所 
教育委員会 北部教育事務所、北部教育事務所秩父支所、総合教育センター、総合

教育センター江南支所、熊谷図書館、嵐山史跡の博物館、上尾高等学

校、上尾南高等学校、いずみ高等学校、浦和北高等学校、浦和工業高

等学校、浦和商業高等学校、浦和東高等学校、大宮光陵高等学校、大

宮商業高等学校、大宮東高等学校、大宮南高等学校、大宮武蔵野高等

学校、小川高等学校、桶川高等学校、桶川西高等学校、越生高等学校、

川口工業高等学校、川越工業高等学校、川越女子高等学校、川越南高

等学校、北本高等学校、熊谷商業高等学校、熊谷西高等学校、芸術総

合高等学校、鴻巣高等学校、鴻巣女子高等学校、坂戸高等学校、幸手

桜高等学校、白岡高等学校、進修館高等学校、誠和福祉高等学校、草

加南高等学校、鶴ヶ島清風高等学校、常盤高等学校、所沢高等学校、

所沢商業高等学校、所沢中央高等学校、戸田翔陽高等学校、滑川総合

高等学校、南稜高等学校、新座高等学校、新座柳瀬高等学校、蓮田松

韻高等学校、鳩山高等学校、羽生高等学校、羽生実業高等学校、羽生

第一高等学校、飯能高等学校、飯能南高等学校、日高高等学校、吹上

秋桜高等学校、富士見高等学校、ふじみ野高等学校、松伏高等学校、

松山高等学校、松山女子高等学校、三郷高等学校、三郷北高等学校、

三郷工業技術高等学校、妻沼高等学校、八潮高等学校、八潮南高等学

校、吉川美南高等学校、寄居城北高等学校、和光高等学校、和光国際
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 (イ) 監査実施日 

    令和３年１月１２日～令和３年２月２日 

 

 (ウ) 監査結果 

   今回報告分の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事  

   務の執行は、監査を実施した範囲において、おおむね適正であることを確認した。 

    なお、個別の事務事業に関して、是正又は改善が必要と認められる事項は次の 

   とおりである。 

 

 ａ 指摘事項 １件（１機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

教育委員会 吉川美南高等

学校 

Ⅱ部定時制課程の保護者等から徴収した平成 30 年度

及び令和元年度の学校徴収金等の会計処理で、事務職員

による約 336 万円の横領事件が発生した。 

学校徴収金等の事務処理において、現金出納簿の未作

成のほか現金の取扱いが不適切であり、また、学校内で

の監査も行われていないなど、県教育委員会が定めた諸

規程及び同校が自ら定めた規程に反した事務処理を行

っていたことは、事務の管理執行体制という点で著しく

不適切であった。 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校、上尾特別支援学校、入間わかくさ高等特別支援学校、浦和

特別支援学校、川越特別支援学校、川越特別支援学校川越たかしな分

校、川島ひばりが丘特別支援学校、行田特別支援学校、特別支援学校

さいたま桜高等学園、特別支援学校坂戸ろう学園、草加かがやき特別

支援学校、草加かがやき特別支援学校草加分校、所沢特別支援学校、

所沢おおぞら特別支援学校、蓮田特別支援学校、特別支援学校羽生ふ

じ高等学園、日高特別支援学校、毛呂山特別支援学校、和光特別支援

学校、和光南特別支援学校 
警察本部 浦和東警察署、浦和西警察署、大宮東警察署、大宮西警察署、蕨警察

署、新座警察署、鴻巣警察署、東入間警察署、所沢警察署、西入間警

察署、飯能警察署、寄居警察署、行田警察署、幸手警察署、吉川警察

署 
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 ｂ 注意事項 ２件（２機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

福祉部 発達障害総合

支援センター 

令和２年度「発達支援サポーター等育成研修事業委

託」について、委託内容の執行伺書を作成していなかっ

た。また、見積書を徴取する前に契約締結手続きを進め

たことは不適切であった。 

２ 

農林部 農業大学校 令和元年度及び令和２年度に締結した「学生定期健康

診断委託」に係る単価契約について、予定価格が 50 万

円以上にもかかわらず、予定価格調書を作成していなか

ったことは不適切であった。 
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２ 財政的援助団体等監査 

 

（１）監査対象団体及び実施団体 

   県が資本金等の４分の１以上を出資している法人（出資団体）、公の施設の管理を委

託している団体（指定管理者）及び補助金・交付金等の財政的援助を与えている団体

（補助金等交付団体）に対し、次の視点で監査している。 
  ・ 出資目的に沿って事業が運営されているか 
  ・ 公の施設が適切に管理運営されているか 
  ・ 補助事業等が補助等の目的に沿って適正かつ効果的に執行されているか。 
    

   監査実施団体 令和２年度 
出資団体         １０ 
指定管理者 
（施設数） 

         ９ 
     （１９施設） 

補助金等交付団体          ０ 
監査実施団体 計       ２９箇所 

      ※ 補助金等交付団体の監査については、新型コロナウイルス 
       感染拡大防止のため中止とした。 
 
  ア 監査結果 
  （ア）指摘・注意 
     なし 
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３ 住民監査請求 

 
  県内に住所を有する住民は、県の執行機関、知事又は職員について、違法若しくは不

当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債

務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しく

は徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添

え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる（地方

自治法第２４２条）。 
  この請求は、普通地方公共団体の職員による違法又は不当な行為等により普通地方公

共団体が損失を被ることを防止するために、住民が住民全体の利益を確保する見地から、

職員の違法又は不当な行為の予防、是正を図ることを目的としている。 
 
（１）年度別処理状況（平成２８年度以降分）       [年度は受付年月日により整理] 

年  度 請求件数 結   果 取り下げ 備 考 
勧 告 棄 却 却 下 

平成２８年度    １   － (*1) １   －   － (*1)一部却下１ 
平成２９年度    ４   － (*2) ２   ２   － (*2)一部却下１ 
平成３０年度    ２   － (*3) １   １   － (*3)一部却下１ 
令和 元年 度    ０   －   －   －   －  
令和 ２年 度    ０   －   －   －   －  

 
（２）請求事案及び結果（平成２８年度以降分） 

受付年月日 件     名 結  果 備   考 
28. 5.25 平成２７年４月執行の埼玉県議会

議員の選挙における選挙公営条例

違反に関する件 

28. 7.22 棄却 

（一部却下） 

 

29. 8.14 平成２８年度の政務活動費に関す

る件 

29.10.10 棄却 

（一部却下） 

 

29.10. 2 森林ボランティア育成事業補助金

に関する件 

29.11.16 却下  

30. 2.13 政党機関紙の購読に係る支出等に

関する件 

30. 3.15 却下  

30. 3.28 平成２５年度から平成２８年度の

政務活動費及び費用弁償に関する

件 

30. 6. 1 棄却  

30. 9.13 準学校法人Ａへの私立学校運営費

補助金に関する件 

30.10.11 却下  

31. 2. 6 旧本庄北高等学校の土地建物売買

契約に関する件 

31. 3.14 棄却 

（一部却下） 
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